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お電話での問い合わせが困難な方は、お名前、FAX番号を明記の上、下記まで
ご連絡ください。担当へおつなぎします。広報広聴課　　083-934-2643

▼
本
庁
舎
・
山
口
（
〒
７
５
３
‐
８
６
５
０
亀
山
町
２
‐
１
）
☎
０
８
３
‐
９
２
２
‐
４
１
１
１
▼
阿
知
須
（
〒
７
５
４
‐
１
２
９
２
阿
知
須
２
７
４
３
）
☎
０
８
３
６
‐
６
５
‐
４
１
１
１

▼
小
郡
（
〒
７
５
４
‐
８
５
１
１
小
郡
下
郷
６
０
９
‐
１
）
☎
０
８
３
‐
９
７
３
‐
２
４
１
１　
　
▼
徳
地
（
〒
７
４
７
‐
０
２
９
２
徳
地
堀
１
５
６
１
‐
１
）
☎
０
８
３
５
‐
５
２
‐
１
１
１
１

▼
秋
穂
（
〒
７
５
４
‐
１
１
９
２
秋
穂
東
６
５
７
０
）
☎
０
８
３
‐
９
８
４
‐
２
１
２
１　
　
　
　
▼
阿
東
（
〒
７
５
９
‐
１
５
１
２
阿
東
徳
佐
中
３
４
１
７
‐
２
）
☎
０
８
３
‐
９
５
６
‐
０
１
１
１

本庁舎 ・
総合支所

暮
ら
し

市議会・6 月定例会日程 （予定）市議会・6 月定例会日程 （予定）

■時間 各日10時から（19日の予算決算委員
会は本会議終了後）※日程や時間は変更するこ
とがあります。

市議会事務局 ☎ 083-934-2855問問

期　日 内　容

場　所
山口市役所本庁舎
（山口総合支所）

６階

6月 9日（月）本会議（初日）
市議会議場16日（月）～

19日（木）
本会議
（一般質問・質疑）

19日（木） 予算決算委員会 会議室603

23日（月） 教育民生委員会 第１委員会室
生活環境委員会 第２委員会室

24日（火） 総務委員会 第１委員会室
農林建設委員会 第２委員会室

26日（木） 予算決算委員会 会議室603
30日（月） 本会議（最終日） 市議会議場

(1) ケーブルビジョンでは、 一般質問や質疑の模
様を放送しています。 （10時～17時）

(2) インターネットでは、 本会議開催日か
ら１週間程度で録画配信を予定してい
ます。 閲覧にあたっては、 山口市議
会のウェブサイトからご覧ください。

テレビやインターネットでもご覧になれます

令
和
６
年
中
の

所
得
・
課
税
証
明
書
の
交
付

令
和
６
年
中
の

所
得
・
課
税
証
明
書
の
交
付

　
令
和
６
年
中
の
所
得
を
証
明
す
る
「
令

和
７
年
度
所
得
・
課
税
証
明
書
」
を
６
月

２
日
（
月
）
か
ら
交
付
し
ま
す
。

▼
対
象　

令
和
７
年
１
月
１
日
現
在
、
市

内
に
住
所
を
有
す
る
方

※
１
月
２
日
以
降
に
転
入
さ
れ
た
方
は
、

転
入
前
の
市
区
町
村
に
お
尋
ね
く
だ

さ
い
。

▼
持
参
品　

窓
口
に
来
ら
れ
る
方
の
本
人

確
認
が
で
き
る
も
の
（
運
転
免
許
証
等
）

※
申
請
時
に
住
民
票
が
同
一
世
帯
で
な
い

方
の
所
得
・
課
税
証
明
書
を
代
理
で
申

請
す
る
際
は
、
本
人
か
ら
の
委
任
状
と

窓
口
に
来
ら
れ
る
方
の
本
人
確
認
が
で

き
る
も
の
が
必
要

問問
申申

市
民
税
課
☎
０
８
３
‐
９
３
４
‐

２
７
３
４

６
月
２
日
は
軽
自
動
車
税

(種
別
割
)
の
納
期
限

６
月
２
日
は
軽
自
動
車
税

(種
別
割
)
の
納
期
限

　

納
税
通
知
書
で
納
付
方
法
を
確
認
の

上
、
期
限
ま
で
に
納
め
て
く
だ
さ
い
。

【
継
続
検
査
用
の
納
税
証
明
書
】

▼
対
象　

二
輪
の
小
型
自

動
車
の
み
（
口
座
振
替
・

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ

リ
・
ｅ
Ｌ
‐
Ｑ
Ｒ
で
納

期
限
内
納
付
さ
れ
た
方

に
限
る
）

※
軽
自
動
車
（
三
輪
・
四
輪
）
は
、
車
検

時
の
納
税
証
明
書
の
提
示
は
原
則
不
要

の
た
め
、
継
続
検
査
用
の
納
税
証
明
書

は
送
付
し
て
い
ま
せ
ん
。

▼
発
送
時
期　

口
座
振
替
…
6
月
中
旬
、

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
・
ｅ
Ｌ
‐
Ｑ

Ｒ
…
6
月
末

問問

収
納
課
☎
０
８
３
‐
９
３
４
‐

２
７
３
９

【
口
座
振
替
に
よ
り
納
付
さ
れ
た
方
】

6
月
上
旬
に
継
続
検
査
用
の
納
税
証

明
書
が
必
要
な
場
合
、
発
行
窓
口
に
身

分
証
明
書
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
車
の

番
号
等
が
必
要
で
す
（
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
ア
プ
リ
・
ｅ
Ｌ
‐
Ｑ
Ｒ
に
よ
る
納
付

を
除
く
）。

▼
対
象　

前
年
度
分
ま
で
の
軽
自
動
車
税

を
納
付
さ
れ
て
い
る
方

▼
発
行
窓
口　

各
総
合
支
所
、
各
地
域
交
流

セ
ン
タ
ー
（
次
は
除
く
。
大
殿
、
白
石
、

湯
田
、
小
郡
、
秋
穂
、
阿
知
須
、
徳
地
、

阿
東
）お
よ
び
分
館
、大
海
総
合
セ
ン
タ
ー

問問

市
民
税
課
☎
０
８
３
‐
９
３
４
‐

２
７
３
４

県
税

(
自
動
車
税
種
別
割
)
の

納
付
の
お
願
い

県
税

(
自
動
車
税
種
別
割
)
の

納
付
の
お
願
い

　
自
動
車
税
種
別
割
の
納
期
限
は
6
月
2
日

（
月
）
で
す
。
4
月
1
日
現
在
で
自
動
車
を
所

有
さ
れ
て
い
る
方
は
、
納
税
通
知
書
に
よ
り
、

納
期
限
ま
で
に
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う

お
願
い
し
ま
す
。
金
融
機
関
、
郵
便
局
や

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
の
ほ
か
、
キ
ャ
ッ

シ
ュ
レ
ス
（
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ
、

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
お
よ
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
バ
ン
キ
ン
グ
等
）
で
も
納
付
で
き
ま
す
。

※
納
付
方
法
に
よ
っ
て
、
手
数
料
が
発
生

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問問

山
口
県
税
事
務
所
納
税
課
（
山
口
総
合

庁
舎
）
☎
０
８
３
‐
９
２
５
‐

３
１
１
１

第
十
二
回
特
別
弔
慰
金
が
支
給

さ
れ
ま
す

第
十
二
回
特
別
弔
慰
金
が
支
給

さ
れ
ま
す

▼
支
給
対
象
者　

戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
の

ご
遺
族
で
、
令
和
７
年
４
月
１
日
に
お

い
て
、「
恩
給
法
に
よ
る
公
務
扶
助
料
・
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記号例　　　場所　　　申し込み　　　問い合わせ ●料金や申し込みは必要な場合のみ本文中に記載しています。所所 問問申申

不
正
大
麻

け
し
撲
滅

県
山
口
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

☎
０
８
３-

９
３
４-

２
５
３
４

※他の機関に確認が必要な時など、取り扱いできない場合がありますのでご了承ください。
※住民票の写しの申請は、本市に住所がある方に限ります。
※戸籍個人事項証明書および戸籍の附票の写しの申請は、本市に本籍がある方に限ります。

取扱業務
（証明書発行のみ）

住民票の写し／印鑑登録証明書／
戸籍関係証明書 等 所得・課税証明書

窓
口

山口市役所本庁舎 （山口総合支所）
総合窓口課

☎ 083-934-4146

小郡総合支所 総合サービス課 ☎ 083-973-8134 ☎ 083-973-8131

毎週木曜 17 時 15 分 ～ 19 時 （祝日 ・ 年末年始を除く）時間外窓口開設中

住民票の写しおよび所得 ・ 課税証明書は、 窓口に出向くことなく取得できるマイナンバーカードを利用し
たオンライン申請も可能です。 詳細は、 市ウェブサイトでご確認ください。

特
例
扶
助
料
」
や
「
戦
傷
病
者
戦
没
者

遺
族
等
援
護
法
に
よ
る
遺
族
年
金
」
等

を
受
け
る
方
（
戦
没
者
の
妻
等
）
が
い

な
い
場
合
に
、
次
の
順
番
に
よ
る
先
順

位
の
ご
遺
族
お
一
人
に
支
給
。

①
令
和
７
年
４
月
１
日
ま
で
に
戦
傷
病
者

戦
没
者
遺
族
援
護
法
に
よ
る
弔
慰
金
の

受
給
権
を
取
得
し
た
方

②
戦
没
者
等
の
子

③
戦
没
者
等
の
父
母
、
孫
、
祖
父
母
、
兄

弟
姉
妹

※
戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
、
生
計
関
係
を
有

し
て
い
る
こ
と
等
の
要
件
を
満
た
し
て
い

る
か
ど
う
か
に
よ
り
、
順
番
が
入
れ
替
わ

り
ま
す
。

④
右
記
①
〜
③
以
外
の
戦
没
者
等
の
三
親
等

内
の
親
族
（
甥
、
姪
等
）

※
戦
没
者
等
の
死
亡
時
ま
で
引
き
続
き
１

年
以
上
の
生
計
関
係
を
有
し
て
い
た
方

に
限
り
ま
す
。

▼
支
給
内
容　

額
面
27
万
５
０
０
０
円
、

５
年
償
還
の
記
名
国
債

▼
請
求
期
間　

令
和
10
年
３
月
31
日
ま
で

申申

地
域
福
祉
課
、
各
総
合
支
所
総
合
サ
ー

ビ
ス
課
、
各
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー
（
小

郡
・
秋
穂
・
阿
知
須
・
徳
地
・
阿
東
を

除
く
）
お
よ
び
分
館

問問

地
域
福
祉
課
☎
０
８
３
‐
９
３
４
‐

２
７
９
０

合
理
的
配
慮
の
提
供
支
援
に
係

る
助
成
金
制
度

合
理
的
配
慮
の
提
供
支
援
に
係

る
助
成
金
制
度

　

合
理
的
配
慮
と
は
、
障
が
い
の
あ
る

人
か
ら
、
社
会
の
中
に
あ
る
バ
リ
ア
を
取

り
除
く
た
め
に
何
ら
か
の
対
応
を
必
要
と

し
て
い
る
と
の
意
思
が
伝
え
ら
れ
た
場
合

に
、
負
担
が
重
す
ぎ
な
い
範
囲
で
対
応
す

る
こ
と
で
す
。
本
市
で
は
、
民
間
事
業
者

や
地
域
団
体
・
市
民
活
動
団
体
が
行
う
合

理
的
配
慮
の
提
供
に
要
す
る
費
用
の
全
部

ま
た
は
一
部
を
助
成
す
る
制
度
を
設
け
て

い
ま
す
。

▼
対
象　

事
業
者
や
地
域
団
体
・
市
民
活

動
団
体
（
市
内
に
限
る
）

▼
上
限　

１
事
業
者
・
団
体
あ
た
り
年
額

５
万
円
（
５
万
円
以
内
で
あ
れ
ば
複
数

の
取
り
組
み
を
自
己
負
担
な
し
で
行
う

こ
と
が
可
能
）

※
助
成
対
象
と
な
る
合
理
的
配

慮
の
例
な
ど
詳
細
は
下
の
二

次
元
コ
ー
ド
参
照
。

問問

障
が
い
福
祉
課
☎
０
８
３
‐
９
３
４

‐
２
７
９
４
、

０
８
３
‐
９
３
４

‐
４
１
４
２
、

syougai@
city.

yam
aguchi.lg.jp

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

後
期
高
齢
者
医
療
資
格
確
認
書

に
点
字
シ
ー
ル
が
必
要
な
方
へ

後
期
高
齢
者
医
療
資
格
確
認
書

に
点
字
シ
ー
ル
が
必
要
な
方
へ

　

新
し
い
資
格
確
認
書
に
点
字
シ
ー
ル

（
封
筒
に
「
シ
カ
ク
カ
ク
ニ
ン
シ
ョ　

ザ

イ
チ
ュ
ー
」、
資
格
確
認
書
に
「
シ
カ
ク

カ
ク
ニ
ン
シ
ョ
」と
点
字
を
打
刻
）を
貼
っ

て
送
付
し
ま
す
。
ご
希
望
の
場
合
は
、
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

問問
申申

６
月
13
日
（
金
）
ま
で
に
、
保
険
年

金
課
☎
０
８
３
‐
９
３
４
‐
２
９
６
９

児
童
手
当
の
手
続
き
に
つ
い
て

児
童
手
当
の
手
続
き
に
つ
い
て

【
こ
ん
な
時
に
手
続
き
が
必
要
で
す
】

　

お
子
さ
ん
が
生
ま
れ
た
と
き
、
亡
く

な
っ
た
と
き
／
現
在
児
童
手
当
を
受
け

て
い
て
、
養
育
す
る
児
童
の
数
に
変
更

が
あ
っ
た
と
き
／
受
給
者
や
配
偶
者
、

児
童
が
他
市
区
町
村
か
ら
転
入
し
た
と

き
、
ま
た
は
転
出
す
る
と
き
（
単
身
赴

任
の
場
合
も
含
み
ま
す
）
／
受
給
者
や

配
偶
者
、
児
童
が
婚
姻
・
離
婚
・
養
子

縁
組
等
を
し
た
と
き
／
受
給
者
の
加
入

す
る
年
金
の
種
別
が
変
わ
っ
た
と
き

（
３
歳
未
満
の
児
童
が
い
る
場
合
の
み
。

例
…
国
民
年
金
↓
厚
生
年
金
の
場
合
な

ど
。
転
職
等
に
よ
り
厚
生
年
金
↓
厚
生

年
金
の
場
合
は
届
出
不
要
）
／
受
給
者

が
公
務
員
に
な
っ
た
と
き
、
ま
た
は
公

務
員
で
な
く
な
っ
た
と
き

▼
対
象　

高
校
卒
業
ま
で
（
18
歳
に
達
し

た
後
、
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
）
の
児

童
を
養
育
し
て
い
る
方
に
支
給
し
ま

す
。
父
母
が
と
も
に
養
育
し
て
い
る
場

合
は
、
原
則
と
し
て
所
得
が
高
い
方
が

受
給
者
と
な
り
ま
す
。

申申

こ
ど
も
未
来
課
（
山
口
総
合
支
所
）、
各

総
合
支
所
総
合
サ
ー
ビ
ス
課
、
各
地
域
交
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問問
申申

こ
ど
も
未
来
課
☎
０
８
３
‐

９
３
４
‐
２
７
９
７

不
妊
及
び
不
育
症
の
治
療
費
助
成

不
妊
及
び
不
育
症
の
治
療
費
助
成

　
出
産
を
望
ま
れ
不
妊
治
療
を
受
け
て
い
る

夫
婦
の
経
済
的
な
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、

不
妊
治
療
費
の
一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
流
産
や
死
産
を
繰
り
返
す
不
育
症
の

治
療
費
の
一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

▼
対
象
期
間　

令
和
７
年
４
月
〜
令
和
８

年
３
月
末
の
間
に
受
け
た
治
療

▼
対
象
と
な
る
治
療　

①
一
般
不
妊
治
療

（
医
療
保
険
の
適
用
と
な
る
不
妊
治
療

（
人
工
授
精
、
体
外
受
精
及
び
顕
微
授
精

を
除
く
））、
②
人
工
授
精
、
③
不
育
症

の
治
療
お
よ
び
検
査
（
医
療
保
険
の
適

用
の
有
無
を
問
わ
な
い
）

▼
対
象　

市
内
に
住
所
を
有
す
る
法
律
上

の
夫
婦
で
前
年
の
所
得
額
の
合
計
が

７
３
０
万
円
未
満
の
方

▼
助
成
額　

①
1
年
度
当
た
り
3
万
円
以

内
、
②
1
年
度
当
た
り
9
０
０
０
円
以

内
、
③
1
年
度
当
た
り
20
万
円
以
内

問問
申申

子
育
て
保
健
課
☎
０
８
３
‐
９
２
１

‐
７
０
８
５
、
各
保
健
セ
ン
タ
ー

※
助
成
期
間
、
助
成
回
数
、
必

要
書
類
等
の
詳
細
は
下
の
二

次
元
コ
ー
ド
参
照
。

奨
学
生

(無
利
子
)
の

追
加
募
集

奨
学
生

(無
利
子
)
の

追
加
募
集

▼
対
象　

市
内
に
父
母
又
は
こ
れ
に
代
わ

流
セ
ン
タ
ー
（
次
は
除
く
。
大
殿
、白
石
、

湯
田
、
小
郡
、
秋
穂
、
阿
知
須
、
徳
地
、

阿
東
）
お
よ
び
分
館
、
大
海
総
合
セ
ン

タ
ー
、
ぴ
っ
た
り
サ
ー
ビ
ス
（
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用
し
た
電
子
申
請
）

※
電
子
申
請
を
利
用
す
る
場
合
、
シ
ス
テ

ム
環
境
が
必
要
で
す
。

【
現
況
届
】

　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
さ
れ
る
方
は
、

提
出
が
必
要
で
す
。

・配
偶
者
か
ら
の
暴
力
等
に
よ
り
、
住
民
票

の
住
所
地
が
山
口
市
と
異
な
る
方
／
支
給

要
件
児
童
の
戸
籍
や
住
民
票
が
な
い
方
／

離
婚
協
議
中
で
配
偶
者
と
別
居
さ
れ
て
い

る
方
／
法
人
で
あ
る
未
成
年
後
見
人
、
施

設
等
の
受
給
者
の
方
／
そ
の
他
、
山
口
市

か
ら
提
出
の
案
内
が
あ
っ
た
方

※
該
当
さ
れ
る
方
に
は
、
５
月
末
頃
に
案

内
を
送
付
し
ま
す
。

▼
手
当
額

(
月
額
)　

３
歳
未
満
…
第
１
・

２
子
１
万
５
０
０
０
円
、
第
３
子
以
降

３
万
円
、
３
歳
以
上
…
第
１・２
子
１
万

円
、
第
３
子
以
降
３
万
円

※
児
童
手
当
は
、
原
則
、
申
請
し
た
月
の

翌
月
分
か
ら
支
給
し
ま
す
。
出
生
・
転
入

の
場
合
は
出
生
日
・
転
出
予
定
日
の
翌
日

か
ら
15
日
以
内
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

問問

こ
ど
も
未
来
課
☎
０
８
３
‐
９
３
４

‐
２
７
９
７

児
童
扶
養
手
当
・

特
別
児
童
扶
養
手
当

児
童
扶
養
手
当
・

特
別
児
童
扶
養
手
当

【
児
童
扶
養
手
当
】

▼
対
象
者　

次
の
条
件
の
い
ず
れ
か
に
当

て
は
ま
る
、
18
歳
に
達
す
る
年
度
末
ま

で
の
児
童
（
中
度
以
上
の
障
が
い
が
あ

る
場
合
は
20
歳
未
満
）
を
監
護
・
養
育

し
て
い
る
父
・
母
・
養
育
者

▼
条
件　

父
母
が
離
婚
し
て
い
る
／
父
ま

た
は
母
が
死
亡
、
生
死
不
明
で
あ
る
／

父
ま
た
は
母
に
重
度
の
障
が
い
が
あ
る

／
父
ま
た
は
母
か
ら
１
年
以
上
遺
棄
さ

れ
て
い
る
／
父
ま
た
は
母
が
裁
判
所
で

Ｄ
Ｖ
保
護
命
令
を
受
け
た
／
未
婚
の
母

の
子
で
あ
る

※
受
給
者
・
児
童
・
児
童
の
父
ま
た
は

母
が
公
的
年
金
を
受
給
で
き
る
と
き

は
、
支
給
停
止
と
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

※
次
の
条
件
に
該
当
す
る
方
は
受
給
で
き

ま
せ
ん
。
受
給
中
の
場
合
は
必
ず
資
格

喪
失
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

・
受
給
者
で
あ
る
父
ま
た
は
母
が
婚
姻
し

た
と
き
（
内
縁
関
係
、
同
居
な
ど
の
事

実
上
の
婚
姻
関
係
も
同
様
）

・
そ
の
他
受
給
要
件
に
該
当
し
な
く
な
っ

た
と
き

【
特
別
児
童
扶
養
手
当
】

▼
対
象
者　

身
体
・
精
神
の
中
度
以
上
の

障
が
い
の
あ
る
20
歳
未
満
の
児
童
を
養

育
し
て
い
る
人

◆
い
ず
れ
も

・児
童
が
施
設
に
入
所
し
て
い
る
と
き
は

受
給
で
き
ま
せ
ん
。

・受
給
者
や
同
居
親
族
の
所
得
が
一
定
額

を
超
え
て
い
る
と
き
は
支
給
停
止
と
な

り
ま
す
。

る
者
が
在
住
し
、
短
期
大
学
、
専
門
職

短
期
大
学
、
大
学
、
専
門
職
大
学
、
大

学
院
、
高
等
専
門
学
校
（
第
４
学
年
お

よ
び
第
５
学
年
に
限
る
）
ま
た
は
専
修

学
校
の
専
門
課
程
に
在
学
す
る
方
若
干

名
（
他
の
奨
学
金
の
貸
与
を

受
け
て
い
る
方
を
除
く
）
詳

細
は
下
の
二
次
元
コ
ー
ド

参
照
。

▼
貸
与
額　

月
額
４
万
円
以
内
（
無
利
子
）

問問
申申

６
月
30
日
（
月
）
ま
で
に
、
持
参

ま
た
は
郵
送
で
、
所
定
の
様
式
に
必
要

事
項
を
記
入
の
上
、
教
育
総
務
課
（
〒

７
５
３
‐
８
６
５
０
亀
山
町
２
‐
１
）

☎
０
８
３
‐
９
３
４
‐
２
８
５
９

若
者
の
住
宅
ロ
ー
ン
利
息
の
支

払
い
を
支
援
し
ま
す

若
者
の
住
宅
ロ
ー
ン
利
息
の
支

払
い
を
支
援
し
ま
す

　
県
で
は
、
若
者
の
県

内
定
着
や
還
流
を
促

進
す
る
た
め
、
住
宅
を

取
得
す
る
若
者
を
対

象
に
住
宅
ロ
ー
ン
の

利
息
の
支
払
い
を
支

援
し
ま
す
。

▼
対
象

令
和
７
年
4
月
1
日
以
降
に
居
住

を
開
始
し
、
満
29
歳
以
下
の
方
（
夫
婦

の
場
合
は
、
い
ず
れ
か
が
満
29
歳
以
下

の
世
帯
）

※
年
度
末
に
満
30
歳
に
達
す
る
者
を
除
く

▼
補
助
額
等

ロ
ー
ン
返
済
利
息
額
の
実

支
払
額
の
2
分
の
１
、
補
助
上
限
額
は

１
万
円
／
月
（
算
定
期
間
は
毎
年
1
月
〜
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記号例　　　場所　　　申し込み　　　問い合わせ ●料金や申し込みは必要な場合のみ本文中に記載しています。所所 問問申申

■任期
３年（令和４年 12 月 1 日～令和７年 11 月 30 日）。
再任も可能。
※今年 12月は全国一斉の民生委員・児童委員改選
の時期にあたります。住民の皆様のご理解とご協力
をお願いいたします。

■活動内容
　民生委員・児童委員は、地域住民である皆さんと
同じ立場で相談にのり、必要であれば福祉制度や子
育て支援サービス等を受けられるように、関係機関
へつなぐ役割を果たされています。個別の問題につ
いての専門家ではないので、すぐにその場で解決で
きないことも多くあります。しかし、地域で起こり
うる問題について、行政や専門機関と連携しながら、
困っている人と適切な機関とをつなぐ重要な「地域
のパイプ役」となって問題解決にあたられています。

■民生委員・児童委員に相談できる内容（例）
・ 生活に困っている、心身に不安がある
・ 高齢者の介護や世話について相談したい
・ 一人暮らしで、いざという時に不安がある
・ 子育てのことで相談したい
・ 福祉の制度など、さまざまな支援サービス
について知りたい

民生委員・児童委員民生委員・児童委員
活動強化週間活動強化週間

5月 12日から１週間は、民生委員・児童委員活動強化週間です。民生委員・児
童委員は、常に地域住民の立場に立って、さまざまな人々と連携・協力しながら、
誰もが安心して生活できる地域社会づくりのために、活動を続けています。

■民生委員・児童委員とは　
　地域福祉を支えるボランティアで、自治会や
町内会などの地域から推薦され、厚生労働大臣
から委嘱された非常勤の特別地方公務員として
位置付けられています。
　「民生委員」は民生委員法によって設置が定め
られ、「児童委員」は児童福祉法によって民生委
員が兼ねることとなっていますので、すべての
民生委員は児童委員でもあります。こうしたこ
とから、「民生委員・児童委員」と呼ばれています。
山口市内では、約 450名の民生委員・児童委員
が委嘱されています。

■主任児童委員とは　
　民生委員・児童委員の中で、児童福祉に関す
る支援を専門的に担当する委員のことを「主任
児童委員」と呼びます。主任児童委員は、特定
の区域を担当するのではなく、区域担当の民生
委員・児童委員と連携し、また、地域の中で学
校等の各機関・団体等と連携し、児童の育成環
境の整備や促進、不登校児童に対する支援、い
じめ問題や児童虐待への対応等、幅広い活動を
されています。

地域福祉課 ☎083-934-2790、民生委員児童委員協議会事務局（社会福祉協議会内）☎083-928-3012問問

12
月
と
な
る
た
め
、
令
和
7
年
度
は
最

大
9
万
円
）

▼
補
助
対
象
期
間

申
請
者
ま
た
は
配
偶
者

等
が
居
住
を
開
始
し
た
月
か

ら
満
29
歳
に
達
す
る
年
度
の

3
月
ま
で
の
間
。
補
助
要
件

等
の
詳
細
は
下
の
二
次
元
コ
ー
ド
参
照
。

▼
申
請
期
間　

原
則
、
居
住
開
始
後
３
カ

月
以
内
。
令
和
7
年
7
月
か
ら
受
け
付

け
を
開
始
し
ま
す
。

※
令
和
7
年
4
月
〜
6
月
に
居
住
開
始
の

方
は
、
9
月
30
日
ま
で
に
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

申申
「
や
ま
ぐ
ち
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
」
に

よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
、
ま
た
は
申
請

書
類
を
持
参
、
も
し
く
は
郵
送
で
農
山

村
づ
く
り
推
進
課　

問問

県
中
山
間
・
地
域
振
興
課
☎
０
８
３

‐
９
３
３
‐
２
５
４
９
、
市
農
山
村
づ

く
り
推
進
課
☎
０
８
３
‐
９
３
４
‐

４
６
４
６

家
屋
調
査

(
航
空
写
真
調
査
)

協
力
の
お
願
い

家
屋
調
査

(
航
空
写
真
調
査
)

協
力
の
お
願
い

　
市
で
は
、
固
定
資
産
税
の
賦
課
の
た
め
、

過
去
と
現
在
の
航
空
写
真
を
比
較
し
、
家

屋
の
新
築
・
増
築
や
、
取
り
壊
し
の
有
無

を
把
握
す
る
作
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。
課

税
状
況
と
家
屋
の
現
況
が
異
な
る
場
合

は
、
現
地
で
の
確
認
調
査
を
行
い
、
税
額

の
変
更
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
調
査

員
は
市
職
員
証
、
固
定
資
産
評
価
補
助
員

証
、
徴
税
吏
員
証
を
携
行
し
て
い
ま
す
。

問問

資
産
税
課
☎
０
８
３
‐
９
３
４
‐

２
７
３
６

水
道
施
設
位
置
の
調
査
及
び
漏

水
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

水
道
施
設
位
置
の
調
査
及
び
漏

水
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　

上
下
水
道
局
で
は
、
市
内
（
徳
地
地

域
を
除
く
）
の
上
水
道
管
、
メ
ー
タ
ー

お
よ
び
止
水
栓
の
位
置
、
併
せ
て
貯
水

槽
の
設
置
状
況
を
調
査
し
て
配
管
図
に

記
載
を
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
漏
水
の

早
期
発
見
を
目
的
と
し
た
、
道
路
上
か

ら
メ
ー
タ
ー
ま
で
の
漏
水
調
査
を
随
時

行
っ
て
い
ま
す
。
調
査
時
に
は
、
市
職

員
や
市
が
委
託
し
た
調
査
員
が
身
分
証

明
証
を
携
帯
し
て
、
各
家
庭
や
事
業
所

に
伺
い
ま
す
。

問問

水
道
整
備
課
☎
０
８
３
‐
９
３
３
‐

６
６
７
０
、
南
部
上
下
水
道
事
務
所
☎

０
８
３
‐
９
７
３
‐
８
１
８
４
、
阿
東

簡
易
水
道
事
務
所
☎
０
８
３
‐
９
５
６

‐
０
９
８
１

建
物
の
耐
震
診
断
・
改
修
費
用

を
補
助
し
ま
す

建
物
の
耐
震
診
断
・
改
修
費
用

を
補
助
し
ま
す

　
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
着
工
し
た

木
造
一
戸
建
て
住
宅
の
耐
震
診
断
・
改
修

費
用
を
補
助
し
ま
す
。

▼
補
助
額
等

耐
震
診
断
費
用
（
上
限
６
万

円
）、
耐
震
改
修
費
用
（
80
％
か
つ
上
限

１
１
５
万
円
）

問問
申申

６
月
10
日
（
火
）
〜
10
月
31
日
（
金
）

に
、
開
発
指
導
課
☎
０
８
３
‐
９
３
４



6市報やまぐち　2025 年（令和 7年）５月 15日号

／
山
口
市
防
災
メ
ー
ル
、
山
口
市
Ｌ
Ｉ

Ｎ
Ｅ
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト
、
市
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
、Ｘ
（
旧
ツ
イ
ッ
タ
ー
）、山
口
ケ
ー

ブ
ル
テ
レ
ビ
の
テ
ロ
ッ
プ
掲
載

問問

防
災
危
機
管
理
課
☎
０
８
３
‐

９
３
４
‐
２
７
２
３

消
防
法
令
違
反
の
建
物
の
公
表

消
防
法
令
違
反
の
建
物
の
公
表

　

建
物
を
安
心
し
て
利
用
で
き
る
よ
う
、

不
特
定
多
数
の
方
が
出
入
り
す
る
建
物
等

の
火
災
危
険
性
に
関
す
る
情
報
を
公
表
し

ま
す
。

※
詳
細
は
下
の
二
次
元
コ
ー
ド

参
照
。

【
建
物
管
理
者
の
皆
さ
ん
へ
】

　
増
改
築
や
用
途
変
更
に
よ
り
、
重
大
違

反
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
事
前
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

問問

消
防
本
部
予
防
課
☎
０
８
３
‐

９
３
２
‐
２
６
０
１

鉛
製
の
給
水
管
に
つ
い
て

鉛
製
の
給
水
管
に
つ
い
て

　

昭
和
40
年
代
ま
で
の
建
物
に
使
用
さ

れ
て
い
た
鉛
製
給
水
管
は
、
ご
く
微
量

で
す
が
鉛
が
溶
出
す
る
こ
と
が
あ
る
た

め
、
早
め
の
取
り
替
え
を
お
勧
め
し
て

い
ま
す
。
通
常
の
使
用
状
態
で
は
問
題

あ
り
ま
せ
ん
が
、
水
道
を
長
時
間
使
用

さ
れ
な
か
っ
た
場
合
や
朝
一
番
に
使
用

す
る
場
合
は
、
出
し
始
め
の
水
10
リ
ッ

ト
ル
程
度
（
バ
ケ
ツ
1
〜
2
杯
）
を
飲

用
以
外
の
用
途
に
使
う
よ
う
に
す
る
と
、

‐
２
８
４
７

危
険
な
空
家
等
の

除
却
費
用
を
補
助
し
ま
す

危
険
な
空
家
等
の

除
却
費
用
を
補
助
し
ま
す

　
老
朽
化
に
よ
る
倒
壊
等
で
周
辺
の
家
屋

等
に
被
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
危
険

な
空
家
等
の
除
却
費
用
の
一
部
を
補
助
し

ま
す
。

▼
対
象　

老
朽
危
険
空
家
等
の
所
有
者
、

相
続
人
等

▼
対
象
事
業　

市
内
に
事
務
所
が
あ
る
解

体
工
事
業
者
に
依
頼
し
て
空
家
等
の
所

在
地
内
全
て
を
更
地
に
す
る
工
事

▼
補
助
額　

補
助
対
象
経
費
の
３
分
の
１

（
上
限
50
万
円
）

※
無
接
道
は
別
途
10
万
円
を
加
算

問問
申申

５
月
30
日
（
金
）
ま
で
に
、
生
活

安
全
課
☎
０
８
３
‐
９
３
４
‐

２
９
１
５

危
険
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の

除
却
費
用
を
補
助
し
ま
す

危
険
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の

除
却
費
用
を
補
助
し
ま
す

▼
対
象　

次
の
要
件
を
全
て
満
た
し
て
い

る
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等

避
難
路
沿
道
に
面
し
て
い
る
も
の
／
避
難

路
沿
道
の
地
面
か
ら
高
さ
80
㎝
を
超
え

る
も
の
／
倒
壊
の
危
険
性
が
あ
る
も
の

▼
補
助
額　

補
助
対
象
額
の
３
分
の
２
以

内
（
上
限
額
10
万
円
）

問問
申申

６
月
10
日
（
火
）
〜
10
月
31
日
（
金
）

に
、
開
発
指
導
課
☎
０
８
３
‐
９
３
４

‐
２
８
４
７

山
口
市
菜
香
亭
改
修
工
事
に
伴
う

施
設
の
一
部
利
用
停
止

山
口
市
菜
香
亭
改
修
工
事
に
伴
う

施
設
の
一
部
利
用
停
止

▼
期
間　

６
月
中
旬
〜
８
月
中
旬
…
東
側

（
大
広
間
、
２
階
会
議
室
）、
８
月
中
旬
〜

10
月
中
旬
…
西
側
（
１
階
居
間
、
２
階

客
間
）、
10
月
下
旬
〜
11
月
上
旬
…
全

館
※
工
事
の
進
捗
状
況
に
よ
り
、
利
用
停

止
期
間
を
変
更
す
る
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。
最
新
情
報
は
、
市
お
よ
び
山

口
市
菜
香
亭
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
（
下
の
二
次
元
コ
ー
ド

参
照
）
に
て
随
時
更
新
予

定
で
す
。

問問

山
口
市
菜
香
亭
☎
０
８
３
‐
９
３
４

‐
３
３
１
２

J
ア
ラ
ー
ト
の
全
国
一
斉
情
報

伝
達
訓
練

J
ア
ラ
ー
ト
の
全
国
一
斉
情
報

伝
達
訓
練

　
地
震
・
津
波
や
武
力
攻
撃
な
ど
の
発
生
時

に
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム
（
Ｊ
ア
ラ
ー

ト
）
で
送
ら
れ
て
く
る
国
か
ら
の
緊
急
情
報

を
、
市
民
の
皆
さ
ん
へ
お
伝
え
す
る
た
め
、

市
内
で
緊
急
情
報
伝
達
手
段
の
試
験
を
行
い

ま
す
。

▼
日
時　

5
月
28
日
（
水
）
11
時
ご
ろ

▼
伝
達
方
法　

防
災
行
政
無
線
…
電
子
サ

イ
レ
ン
吹
鳴
「
3
秒
吹
鳴
後
2
秒
休
み

×
4
回
」、「
音
声
放
送
」
／
モ
ー
タ
ー

サ
イ
レ
ン
（
山
口
・
小
郡
・
秋
穂
・
阿

知
須
地
域
）
…
モ
ー
タ
ー
サ
イ
レ
ン
の

吹
鳴
「
3
秒
吹
鳴
後
2
秒
休
み
×
4
回
」

よ
り
安
全
に
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

ご
家
庭
の
給
水
管
の
状
況
に
つ
い
て
不

明
な
場
合
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問問

水
道
整
備
課
☎
０
８
３
‐
９
３
３
‐

６
６
７
０
、
南
部
上
下
水
道
事
務
所
☎

０
８
３
‐
９
７
３
‐
８
１
８
４
、
阿
東

簡
易
水
道
事
務
所
☎
０
８
３
‐
９
５
６

‐
０
９
８
１

住
宅
用
太
陽
光
発
電
の

点
検
サ
ー
ビ
ス
に
注
意

住
宅
用
太
陽
光
発
電
の

点
検
サ
ー
ビ
ス
に
注
意

　
太
陽
光
パ
ネ
ル
な
ど
の
保
証
期
間
（
耐

用
年
数
）
終
了
が
近
づ
く
家
庭
へ
の
点

検
サ
ー
ビ
ス
の
勧
誘
が
増
え
る
こ
と
が

予
想
さ
れ
ま
す
。
複
数
事
業
者
か
ら
見

積
も
り
を
と
っ
た
り
、
設
置
し
た
事
業

者
に
相
談
す
る
、
家
族
や
身
近
な
人
に

相
談
す
る
な
ど
、
時
間
を
か
け
て
検
討

し
ま
し
ょ
う
。

問問

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
☎
０
８
３
‐

９
３
４
‐
７
１
７
１

「
太
陽
光
パ
ネ
ル
・
蓄
電
池
」

共
同
購
入
参
加
者
募
集

「
太
陽
光
パ
ネ
ル
・
蓄
電
池
」

共
同
購
入
参
加
者
募
集

　
県
で
は
、
皆
さ
ん
か
ら
太
陽
光
パ
ネ
ル
と

蓄
電
池
の
購
入
希
望
者
を
募
り
、
一
括
し
て

発
注
す
る
こ
と
で
、
通
常
よ
り
安
い
費
用
で

購
入
で
き
る
仕
組
み
と
し
て
「
共
同
購
入
事

業
」
を
行
っ
て
い
ま
す
。

※
詳
細
は
下
の
二
次
元
コ
ー
ド

参
照
。

問問

山
口
県
み
ん
な
の
お
う
ち
に
太
陽
光
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記号例　　　場所　　　申し込み　　　問い合わせ ●料金や申し込みは必要な場合のみ本文中に記載しています。所所 問問申申

事
務
局
☎
０
１
２
０
‐
６
２
３
‐

１
０
０

市
道
や
海
岸
の
清
掃
美
化
活
動

の
支
援

市
道
や
海
岸
の
清
掃
美
化
活
動

の
支
援

　
地
域
の
皆
さ
ん
や
市
内
の
団
体
が
自
発

的
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
行
う
場
合

に
、清
掃
道
具
等
の
提
供
を
行
っ

て
い
ま
す
。
詳
細
は
下
の
二
次

元
コ
ー
ド
参
照
。

問問

道
路
管
理
課
☎
０
８
３
‐
９
３
４
‐

２
８
３
４

ご
み
出
し
支
援
事
業

ご
み
出
し
支
援
事
業

　
所
定
の
集
積
場
所
ま
で
の
ご
み
出
し
が

難
し
く
な
っ
て
い
る
世
帯
を
対
象
に
、
玄

関
先
等
屋
外
に
出
さ
れ
た
ご
み
の
戸
別
収

集
を
行
う
実
証
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

▼
対
象
品
目　

燃
や
せ
る
ご
み

▼
対
象

(全
て
に
該
当
す
る
世
帯
)

・
市
内
に
住
所
を
有
し
、
現
に
居
住
し
て

い
る

・世
帯
全
員
が
要
介
護
１
以
上
の
認
定
を

受
け
て
い
る
者
、
ま
た
は
身
体
障
害
者

手
帳
、
療
育
手
帳
、
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳
を
所
持
す
る
者
で
構
成

・所
定
の
集
積
所
ま
で
世
帯
員
自
ら
燃
や
せ

る
ご
み
の
排
出
が
困
難
で
、
別
居
の
親

族
や
介
護
に
関
わ
る
者
等
の
支
援
に
よ

る
排
出
も
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

問問

清
掃
事
務
所
☎
０
８
３
‐
９
２
７
‐

１
７
７
０

大
浦
一
般
廃
棄
物
最
終
処
分
場

の
維
持
管
理
状
況

大
浦
一
般
廃
棄
物
最
終
処
分
場

の
維
持
管
理
状
況

　
「
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る

法
律
」
の
規
定
に
よ
り
、
維
持
管
理
状
況

を
報
告
し
ま
す
。
令
和
7
年
3
月
末
現
在
、

水
質
は
法
に
定
め
る
基
準
値
を
下
回
っ
て

お
り
、
施
設
に
も
異
状
は
認
め
ら
れ
ま
せ

ん
で
し
た
。
詳
細
は
、
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

に
毎
月
公
表
し
て
い
ま
す
。

▼
搬
入
量

(累
計
)　

８
２
５
９・９
３
ｔ

問問

環
境
施
設
課
☎
０
８
３
‐
９
４
１
‐

２
１
８
８

不
法
投
棄
は
犯
罪
で
す

不
法
投
棄
は
犯
罪
で
す

　
廃
棄
物
の
不
法
投
棄
に
は
、
５
年
以
下

の
懲
役
も
し
く
は
１
千
万
円
以
下
の
罰
金

が
科
せ
ら
れ
ま
す
。
不
法
投
棄
を
見
か
け

た
場
合
は
、
警
察
ま
た
は
資
源
循
環
推
進

課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
土
地

の
所
有
者
は
草
刈
り
や
フ
ェ
ン
ス
の
設
置

な
ど
、
不
法
投
棄
防
止
の
対
策
を
講
じ
ま

し
ょ
う
。

問問

資
源
循
環
推
進
課
☎
０
８
３
‐

９
４
１
‐
２
１
８
６

廃
棄
物
の
焼
却
は
止
め
ま
し
ょ
う

廃
棄
物
の
焼
却
は
止
め
ま
し
ょ
う

　
廃
棄
物
の
焼
却
は
法
律
で
原
則
禁
止
さ

れ
て
い
ま
す
。
家
庭
か
ら
出
る
廃
棄
物
は
、

市
の
可
燃
物
収
集
を
利
用
す
る
か
、
市
の

取
扱
施
設
へ
直
接
持
ち
込
ん
で
く
だ
さ

い
。
そ
の
他
事
業
所
か
ら
出
る
廃
棄
物
は
、

許
可
を
持
つ
業
者
に
委
託
す
る
な
ど
適
正

に
処
理
し
て
く
だ
さ
い
。

問問

環
境
衛
生
課
☎
０
８
３
‐
９
３
４
‐

２
６
９
０
、
南
部
衛
生
担
当
☎
０
８
３

‐
９
７
３
‐
８
１
３
６

パ
ソ
コ
ン
・
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
は

集
積
所
に
は
出
せ
ま
せ
ん

パ
ソ
コ
ン
・
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
は

集
積
所
に
は
出
せ
ま
せ
ん

　
デ
ス
ク
ト
ッ
プ
パ
ソ
コ
ン
、
デ
ィ
ス
プ
レ

イ
、
ノ
ー
ト
パ
ソ
コ
ン
は
分
解
せ
ず
に
次
の

い
ず
れ
か
の
方
法
で
処
分
し
て
く
だ
さ
い
。

①
小
型
家
電
回
収
ボ
ッ
ク
ス
に
排
出
す
る

（
投
入
口
に
入
ら
な
い
も
の
は
不
可
）

②
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
本
館
に
持
ち
込
む

③
パ
ソ
コ
ン
リ
サ
イ
ク
ル
に
申
し
込
む

申申

各
メ
ー
カ
ー
ま
た
は
（
一
財
）
パ
ソ

コ
ン
３
Ｒ
推
進
協
会
☎
０
３
‐

５
２
８
２
‐
７
６
８
５

④
宅
配
便
に
よ
る
回
収
を
申
し
込
む
（
不

要
な
パ
ソ
コ
ン
を
段
ボ
ー
ル
に
入
れ
、

指
定
し
た
日
時
に
回
収
に
来
た
宅
配
業

者
に
引
き
渡
す
）

申申

下
の
二
次
元
コ
ー
ド
ま
た
は

リ
ネ
ッ
ト
ジ
ャ
パ
ン
リ
サ
イ

ク
ル
（
株
）
☎
０
５
７
０
‐

０
８
５
‐
８
０
０

問問

資
源
循
環
推
進
課
☎
０
８
３
‐

９
４
１
‐
２
１
８
５

猫
よ
け
器

・
地
域
猫
活
動
学
習

Ｄ
Ｖ
Ｄ
の
貸
し
出
し

猫
よ
け
器

・
地
域
猫
活
動
学
習

Ｄ
Ｖ
Ｄ
の
貸
し
出
し

【
猫
よ
け
器

(超
音
波
発
生
器
)】

　
野
良
猫
に
よ
る
糞
尿
被
害
の
軽
減
と
効

果
の
確
認
の
た
め
に
貸
し
出
し
ま
す
。

▼
貸
出
期
間　

15
日
以
内
（
１
回
限
り
）

▼
対
象　

所
有
地
等
の
猫
に
よ
る
糞
尿
被

害
を
軽
減
し
よ
う
と
す
る
個
人

【
地
域
猫
活
動
Ｄ
Ｖ
Ｄ
】

　
自
治
会
等
が
愛
護
団
体
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
等
と
連
携
し
て
、
野
良
猫
の
不
妊
去
勢

手
術
や
管
理
を
行
う
、「
地
域
猫
活
動
」

の
学
習
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
貸
し
出
し
ま
す
。

▼
貸
出
期
間　

２
週
間
以
内

問問
申申

環
境
衛
生
課
☎
０
８
３
‐
９
３
４

‐
２
６
９
０
、
南
部
衛
生
担
当
☎

０
８
３
‐
９
７
３
‐
８
１
３
６

野
生
鳥
獣
の
捕
獲
禁
止

野
生
鳥
獣
の
捕
獲
禁
止

　
常
時
山
野
で
生
息
し
て
い
る
野
生
鳥
獣

（
鳥
類
及
び
ほ
乳
類
）
の
捕
獲
お
よ
び
鳥
類

の
ひ
な
及
び
卵
の
採
取
は
、
法
律
に
よ
り

原
則
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
厳
し
い
罰
則

が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
家
畜
、
家
き
ん
（
鶏
、
ア
ヒ
ル
等
）、

ペ
ッ
ト
（
イ
ヌ
、
ネ
コ
等
）、
ド
ブ
ネ

ズ
ミ
、
ク
マ
ネ
ズ
ミ
、
ハ
ツ
カ
ネ
ズ
ミ
、

狩
猟
や
許
可
に
基
づ
く
捕
獲
行
為
は
規

制
の
対
象
外
で
す
。

問問

農
業
振
興
課
☎
０
８
３
‐
９
３
４
‐

２
６
６
６

オ
オ
キ
ン
ケ
イ
ギ
ク
の
駆
除
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

オ
オ
キ
ン
ケ
イ
ギ
ク
の
駆
除
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

　
オ
オ
キ
ン
ケ
イ
ギ
ク
は
５
月
〜
７
月
に
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細
は
財
団
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

▼
申
込
資
格

(全
て
に
該
当
す
る
こ
と
)

　
現
に
同
居
ま
た
は
同
居
し
よ
う
と
す
る

親
族
が
あ
る
方
／
住
宅
に
困
っ
て
い
る

こ
と
が
明
ら
か
な
方
／
法
で
定
め
る
収

入
基
準
に
該
当
す
る
方
／
申
込
者
、
同

居
ま
た
は
同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族

が
、
暴
力
団
員
で
な
い
こ
と

▼
入
居
予
定
時
期　

７
月
下
旬

問問
申申

５
月
20
日
（
火
）
〜
31
日
（
土
・

消
印
有
効
）
に
、
所
定
の
様
式
で
、
県

施
設
管
理
財
団
山
口
支
所
（
〒
７
５
３

‐
０
０
２
１
桜
畠
三
丁
目
２
‐
１
）
☎

０
８
３
‐
９
３
４
‐
２
０
０
４

※
様
式
は
同
所
、
市
建
築
課
で

配
布
。
詳
細
は
下
の
二
次
元

コ
ー
ド
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

文
化
財
専
門
員

(学
芸
員
)
募
集

文
化
財
専
門
員

(学
芸
員
)
募
集

▼
雇
用
期
間　

令
和
７
年
８
月
１
日（
金
）〜

令
和
８
年
３
月
31
日
（
火
）

▼
雇
用
形
態　

会
計
年
度
任
用
職
員

▼
勤
務
時
間　

８
時
30
分
〜
17
時
15
分
（
休

憩
時
間
60
分
）

▼
勤
務
日　

４
週
に
つ
き
土
日
祝
日
を
含

む
16
日
勤
務

※
休
日
は
月
曜
（
祝
日
の
場
合
は
翌
平
日
）

▼
勤
務
場
所　

山
口
市
歴
史
民
俗
資
料
館

（
春
日
町
５
‐
１
）

▼
勤
務
内
容　

文
化
財
資
料
の
調
査
・
収

集
・
整
理
・
保
存
業
務
、
展
示
・
文
化

財
講
座
の
企
画
・
運
営
業
務
等

か
け
て
咲
く
、
黄
色
の
コ
ス
モ
ス
に
似
た

花
で
す
。
繁
殖
力
が
強
く
、
日
本
の
生
態

系
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
恐
れ
が
あ
る

植
物
と
し
て
、
外
来
生
物
法
に
よ
る
「
特

定
外
来
生
物
」
に
指
定
さ
れ
、栽
培
、運
搬
、

販
売
、
野
外
に
放
つ
こ
と
な
ど
が
禁
止
さ

れ
て
い
ま
す
。

▼
駆
除
方
法

根
か
ら
抜
き
取
り
、
飛
散
し

な
い
よ
う
に
燃
や
せ
る
ご
み
と
し
て
指

定
の
袋
に
入
れ
、
枯
死
さ
せ
た
の
ち
集
積

所
へ
出
し
て
く
だ
さ
い
。
枯
死
前
で
も
、

地
域
内
に
事
前
周
知
の
う
え
、
自
治
会
等

で
駆
除
活
動
を
行
う
場
合
は
、
袋
等
に
入

れ
て
密
閉
し
て
運
搬
す
る
こ
と
で
、
焼
却

施
設
へ
持
ち
込
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問問

環
境
政
策
課
☎
０
８
３
‐
９
３
４
‐

２
６
８
７

市
営
住
宅
等
入
居
者
募
集

市
営
住
宅
等
入
居
者
募
集

▼
募
集
団
地

【
市
営
住
宅
】

　

山
口
…
鯖
山
・
下
田
・
折
本
・
東
山
・

錦
町
・
矢
原
、
南
部
…
円
座
・
東
津
、

徳
地
…
堀
、
三
谷
川
、
阿
東
…
徳
佐
駅

前
・
長
沢
・
岡

※
単
身
申
込
可
能
住
戸

　
右
記
の
う
ち
、
山
口
…
矢
原
、
徳
地
…

堀
、
三
谷
川
、
阿
東
…
岡

【
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
】

　

山
口
…
佐
山
、
南
部
…
下
村
、
飛
石
、

徳
地
…
伊
賀
地

【
地
域
優
良
賃
貸
住
宅
】

　
南
部
…
飛
石

◆
い
ず
れ
も

▼
募
集
要
項
等
の
配
布　

5
月
19
日（
月
）
〜

5
月
30
日
（
金
）

▼
申
込
資
格

(全
て
に
該
当
す
る
こ
と
)　

　
住
宅
に
困
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
な

方
／
原
則
、
同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族

等
が
い
る
方
／
条
例
で
定
め
る
収
入
基

準
に
該
当
す
る
方
／
申
込
者
、
同
居
し

よ
う
と
す
る
親
族
等
が
暴
力
団
員
で
な

い
こ
と

▼
抽
選
日　

6
月
9
日
（
月
）

※
申
し
込
み
の
な
か
っ
た
住
宅
は
、
6
月

16
日
（
月
）
か
ら
随
時
募
集
申
込
開
始

▼
入
居
時
期　

7
月
10
日
（
木
）
〜
25
日

（
金
）

問問
申申

  

5
月
19
日
（
月
）
〜
30
日
（
金
・

消
印
有
効
）
に
、
持
参
ま
た
は
郵
送
で
、

所
定
の
様
式
に
必
要
事
項
を
記
入
の

上
、
建
築
課
☎
０
８
３
‐
９
３
４
‐

２
８
４
３

※
様
式
は
建
築
課
ま
た
は
各
土
木
事
務
所

等
で
配
布　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

県
営
住
宅
の
入
居
者
募
集

県
営
住
宅
の
入
居
者
募
集

▼
募
集
団
地　

大
内
御
堀
、
平
川
、
恋
路
、

赤
妻
、平
井
、上
東
、吉
敷
木
崎
、穂
積
、

朝
田
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
（
随
時
申
込

受
付
中
、
別
途
申
込
条
件
あ
り
）

※
申
込
者
が
募
集
戸
数
を
下
回
っ
た
団

地
は
、
再
募
集
を
行
う
予
定
で
す
。
詳

▼
募
集
人
数　

１
人

▼
報
酬
等　

時
給
１
３
２
３
円
、
期
末
勤
勉

手
当
、
交
通
費
支
給
あ
り

※
詳
細
は
下
の
二
次
元
コ
ー
ド

参
照
。

問問
申申

６
月
30
日
（
月
）
ま
で
に
、
持
参

ま
た
は
郵
送
で
、
文
化
財
保
護
課
（
〒

７
５
３
‐
０
０
７
３
春
日
町
５
‐
１
）

☎
０
８
３
‐
９
２
０
‐
４
１
１
１

食
育
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集

食
育
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集

　
市
民
の
食
育
推
進
を
図
る
た
め
、
地
域

や
教
育
機
関
な
ど
で
、
食
育
活
動
を
実
践

す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
集
し
ま
す
。

▼
募
集
分
野　

食
生
活
・
食
体
験
に
関
す

る
こ
と
、
健
康
管
理
・
栄
養
に
関
す
る

こ
と
、
食
文
化
・
食
の
安
全
・
食
品
製

造
・
食
品
加
工
・
食
品
流
通
等
に
関
す

る
こ
と
、
食
に
関
す
る
体
験
・
見
学
場

所
の
提
供

▼
応
募
要
件

市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学

の
方
ま
た
は
市
内
の
団
体
／
食
育
に
関

心
が
あ
り
、
活
動
を
原
則
無
償
で
行
え

る
個
人
ま
た
は
団
体　
（
政
治
・
宗
教
・

営
利
を
目
的
と
し
た
活
動
を
行
う
方
を

除
く
）

問問
申申
所所

６
月
30
日
（
月
）
ま
で
に
、
保

健
セ
ン
タ
ー
（
健
康
増
進
課
）

人
権
擁
護
委
員
へ
の
相
談

人
権
擁
護
委
員
へ
の
相
談

　
「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」
に
ち
な
み
、

特
設
人
権
相
談
所
（
対
面
相
談
）
を
開
設

募
集


